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政
令
第

号

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令

内
閣
は
、
原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
十
六
号
）
第
十
条
第
一
項
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の

規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

原
子
力
災
害
対
策
特
別
措
置
法
施
行
令
（
平
成
十
二
年
政
令
第
百
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
第
二
項
た
だ
し
書
中
「
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
」
を
「
当
該
数
値
が
落
雷
の
時
に
検
出
さ
れ
た
場
合
そ

の
他
原
子
力
規
制
委
員
会
規
則
で
定
め
る
」
に
改
め
、
同
項
各
号
を
削
り
、
同
条
第
四
項
第
五
号
中
「
運
転
を
通
常
の
中
性
子

吸
収
材
の
挿
入
に
よ
り
停
止
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
を
「
運
転
中
に
非
常
用
炉
心
冷
却
装
置
の
作
動
を
必
要
と
す
る
原
子
炉

冷
却
材
の
漏
え
い
が
発
生
し
た
」
に
改
め
る
。

第
六
条
第
三
項
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

第
四
条
第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
又
は
第
一
項
の
放
射
線
測
定
設
備
及
び
前
項
の
測
定
方
法

に
よ
り
検
出
さ
れ
た
放
射
線
量
（
こ
れ
ら
の
放
射
線
量
の
い
ず
れ
か
が
、
二
地
点
以
上
に
お
い
て
又
は
十
分
間
以
上
継
続

し
て
検
出
さ
れ
た
場
合
に
限
る
。
）

一
時
間
当
た
り
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
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第
六
条
第
四
項
第
四
号
中
「
非
常
用
」
を
「
通
常
」
に
、
「
注
入
に
よ
っ
て
も
」
を
「
挿
入
に
よ
り
」
に
改
め
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
罰
則
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
政
令
の
施
行
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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理

由

原
子
力
緊
急
事
態
の
発
生
に
係
る
判
断
基
準
の
う
ち
原
子
力
事
業
所
の
区
域
の
境
界
付
近
等
に
お
い
て
検
出
さ
れ
た
放
射
線

量
の
基
準
を
一
時
間
当
た
り
五
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
に
改
め
る
等
の
必
要
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。


